
 

 

年末手当等に関する申し入れの第３回交渉 

１１月１８日（金）バス関東本部は申４号『２０２２年度年末手当等に関する申

し入れ』について回答を受けました。 
第 1回、第 2回の交渉において、赤字といえども全体的な業務量は昨年と比べ増

加し、要員不足が加速する中で休日出勤や他支店への助勤も増え、昨年と比べて

も働き度は増している。この間、奮闘してきた組合員への努力に報いない今回の

回答に対し、バス関東本部は納得できないことを主張し、席上妥結せず回
答を持ち帰りました。 

 

 

要求 2.7 ヶ月に対して 

基準内賃金の月額1.6 ヶ月 
【契約社員Ａ】  

基本給及び都市手当ならびに扶養手当それぞれの月額を 1.3倍した額 
 

【契約社員Ｂ及び臨時雇用員】 

    継続雇用期間及び稼働実績に基づき、個別に定めた額 
 

支給日：2022年 12月 5日（月）以降準備出来次第 
 
 

 

 

 
 

コロナ禍での赤字を理由に組合員の努力や生活実感を 

踏まえない低額回答には納得できない！ 

発行日 
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